
議
会
改
革
に
関
す
る

平
成
２８
年
９
月
定
例
会

の
最
終
日
に
議
会
の
組
織
、

運
営
等
に
関
し
て
調
査

・

研
究
を
行
う
た
め
、
議
員

全
員
に
よ
る
議
会
改
革
に

関
す
る
調
査
特
別
委
員
会

が
設
置
さ
れ
、

①
議
員
定
数
に
つ
い
て

②
議
員
報
酬
に
つ
い
て

③
政
務
活
動
費
の
あ
り
方

・に
つ
い
て

④
政
治
倫
理
に
つ
い
て

⑤
そ
の
他
議
会
改
革
に
関

連
す
る
事
項

以
上
５
項
目
に
つ
い
て
協

議
を
重
ね
て
い
ま
す
。

効
率
的
な
議
会
運
営
を

目
指
し
、
よ
り
市
民
に
開

か
れ
た
議
会
と
な
る
よ
う

に
調
査

。
研
究
は
今
後
も

継
続
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

第
５
回
以
降
の
経
過
等

は
下
記
の
と
お
り
で
す
。

第
５
回

（
１
月
２６
日
）
　

　

　

度
当
初
に
全
額
支
給
す
る

議

員
定
数
、
議

員
報
酬
、　
　
前
払
い
方
式
か
ら
、
年
度

政
務
活
動
費
の
意
向
ま
と

　

末
に
実
績
に
応
じ
て
交
付

め
、
政
務
活
動
費
の
使
途

　

す
る
後
払
い
方
式
に
変
更

基
準
等
及
び
政
治
倫
理
の

　

す
べ
き
。

意
見
集
約
に
つ
い
て
　
　
　
④
政
務
活
動
費
の
使
途
基
準

や
金
額
は
、
市
民
が
納
得

で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
。

議
員
定
数
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
建
て
Ｊ
考
に
つ
´
建

『現
状
維
持
』
　
　
　
　
　
⑤
政
治
倫
理
条
例
は
、
抜
け

議
員
報
酬
　
　
　
　
　
　
　
　
道
の
な
い
よ
う
に
整
備
す

『現
状
維
持
』
　

　

　

　

　

べ
き
。

政
務
活
動
費
　
　
　
　
　
　
⑥
政
治
倫
理
条
例
中
、
政
治

『支
給
継
続
』
　
　
　
　
　
　
倫
理
審
査
会
の
権
限
を
補

※
支
給
金
額
に
つ
い
て
　
　
充

。
強
化
す
べ
き
。

は
継
続
審
議
　
　
　
　
⑦
現
在
の
政
治
倫
理
条
例
は
、

き
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
政
務
活
動
費
の
実
績

②
政
務
活
動
費
は
、
地
方
自

治
法
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、

従
来
ど
お
り
交
付
す
べ
き
。

③
政
務
活
動
費
の
支
給
を
年

第
６
回

（
２
月
‐７
日
）

政
務
活
動
費
、
政
治
倫
理

の
意
見
集
約
に
つ
い
て

①
使
途
基
準
に
つ
い
て
は
、

議
員
活
動
と
議
員
活
動
以

外
の
区
分
が
困
難
な
経
費

等
は
除
外

②
交
付
方
法
は
、
実
績
に
応

じ
て
、
年
度
末
に
交
付
を

受
け
る

「後
払
い
方
式
」

③
交
付
額
は
、
月
額
２
万
円

政
治
倫
理

滞
又
は
審
査
会
の
調
査
に

協
力
し
な
か

っ
た
場
合
は
、

広
報
誌
等
で
公
表
す
る

②
審
査
会
に
資
産
報
告
書

の

提
出
遅
滞
者
に
対
し
、
事

情
聴
取
等
が
で
き
る
権
限

を
付
与
す
る

政
務
活
動
費

①
調
査
研
修
費
と
し
て
旅

費

の
支
出
を
伴
う
際
は
、

詳
細
を
明
ら
か
に
す
べ
き
。

②
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
運
営

経
費
は
、
掲
載
内
容
が
選

挙
活
動
で
あ
る
か
否
か
の

確
認
が
難
し
い
の
で
は
な

い
か
。

政
治
倫
理

①
第

６
条

に
関
す
る
協
議

は
継
続
す
べ
き
。

②
資
産
報
告
書

の
提
出
遅

滞
等
は

「議
会
だ
よ
り
」

で
公
表
す
べ
き
。

第
７
回

（
３
月
‐。
日
）

政
務
活
動
費
の
交
付
に
関

す
る
条
例

の
改
正
案
、
政

治
倫
理
条
例
の
改
正
案
に

つ
い
て

政
務
活
動
費

①
今
後
、
問
題
が
発
生
し
、

議
会
運
営
委
員
会
で
協
議

を
行

っ
た
後
、
議
会
改
革

に
関
す
る
調
査
特
別
委
員

会
を
開
催
し
、
全
議
員
に

周
知
す
べ
き
。

②
今
後

の
検
討
課
題
と
し

て

「政
治
活
動
の
た
め
に

使
用
す
る
経
費
」
を
政
務

活
動
費
か
ら
支
出
で
き
な

い
経
費
と
し
て
明
記
す
べ

き

。

③
政
治
倫
理
審
査
会

か
ら

「政
務
活
動
費
に
つ
い
て

は
、
廃
止
の
方
向
で
検
討

し

て

い
た
だ

き

た

い
」

と
の
意
見
が
出
て
い
る
。

本
市

は
適
切

に
使
用
し

て

い
る
。
な
ぜ
、
こ

の

よ
う
な
内
容

に
な

っ
た

の
か
経
過
説
明
を
求
め

る

。

政
治
倫
理

①
虚
偽
報
告
等
の
公
表
に
つ

い
て
は
、
審
査
会
の
調
査

結
果
も
含
め
、
議
会
だ
よ

り
で
公
表
す
べ
き
。

②
政
治
倫
理
条
例
に
つ
い
て

は
、
今
後
も
引
き
続
き
調

査
す
べ
き
。

そ
の
他
議
会
改
革

①
本
会
議

。
委
員
会
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
の
協
議

を
す
べ
き
。

②
各
委
員
会
に
お
け
る
、
閉

会
中
の
継
続
調
査
案
件
の

報
告
を
実
施
す
べ
き
。

③
所
管
委
員
会
の
施
設
等
の

把
握
の
た
め
の
現
地
調
査

を
実
施
す
べ
き
。

調
査
一特
別
・輩
赳
禽①

資
産
報
告
書
の
提
出
の
遅
　
一困
目
扁
目
日
四
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議
会
改
革
に
関
す
る
調

査
特
別
委
員
会
は
、
３
月

定
例
会
最
終
日
に

「嘉
麻

市
議
会
政
務
活
動
費
の
交

付
に
関
す
る
条
例
の
全
部

を

改

正

す

る
条

例
」
と

「嘉
麻
市
政
治
倫
理
条
例

の

一
部

を
改
正

す

る
条

例
」
を
提
案
し
、
出
席
者

全
員
に
よ
り
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

嘉
麻
市
議
会
政
務
活
動
費

の
交
付
に
関
す
る
条
例
の

主
な
改
正
点

月
額
を
減
額

前
払
い
か
ら

後
払
い
に

改
正
前

。
政
務
活
動
費

月
額
２
２
０
０
０
円

。
毎
年
４
月
中
に
そ
の
年

度
分
を

一
括
交
付
す
る

（前
払
い
）

改
正
後

。
政
務
活
動
費

月
額
２
０
０
０
０
円

。
政
務
活
動
費
の
交
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
議
員

は
、
４
月

（年
度
当
初
）

に
交
付
申
請
し
、
翌
年

３
月
末
日
ま
で
に
実
績

報
告
書
を
提
出
し
、
実

績
に
応
じ
た
額
の
交
付

を
受
け
る

（後
払
い
）

審
査
会
の
権
限
強
化

資
産
報
告
書

未
提
出
者
の
公
表

議会改革に関する調査特別委員会提出議案

嘉麻市議会政務活動費の交付に関する条例の全部を改正する条例

嘉麻市政治倫理条例の一部を改正する条例

改
正
前

。
政
治
倫
理
審
査
会
は
、

資
産
報
告
書
に
疑
義
が

あ
る
と
き
は
、
調
査
を

行
う
。

改
正
後

。
政
治
倫
理
審
査
会
は
、

資
産
報
告
書
に
提
出
の

遅
滞
又
は
疑
義
が
あ
る

と
き
は
、
調
査
を
行
う
。

・
政
治
倫
理
審
査
会
か
ら

の
意
見
書
に
資
産
報
告

書
の
提
出
の
遅
滞
、
虚

偽
の
報
告
又
は
調
査
に

協
力
し
な
か

っ
た
等
の

指
摘
が
あ

っ
た
と
き
は
、

広
報
誌
等
で
公
表
す
る
。

議
会
改
革
特
別
委
員
会

は
、
平
成
２８
年
９
月
定
例

会
で
議
会
の
組
織
、
運
営

等
に
関
し
て
調
査

・
研
究

を
行
う
た
め
、
議
員
全
員

に
よ
り
設
置
さ
れ
、
以
降

７
回
に
わ
た
り
協
議
を
行

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

今
回
、
喫
緊
の
問
題
で

あ
り
ま
し
た
、
政
務
活
動

費
と
政
治
倫
理
条
例
の
改

正
を
行
い
ま
し
た
が
、
今

後
も
効
率
的
な
議
会
運
営

を
目
指
し
、
よ
り
市
民
に

開
か
れ
た
議
会
と
な
る
よ

う
に
調
査

。
研
究
は
継
続

し
て
行
わ
れ
ま
す
。

可 決
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